
第８５号議案 

 

   災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事し

た者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２７年１１月２４日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

この案は、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）等の

改正に伴い、傷病補償年金の額に関し規定の整備を図る等のため

提出します。 



   災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事し

た者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例 

 

災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者

にかかる損害補償に関する条例（昭和４１年７月台東区条例第１

６号）の一部を次のように改正する。  

第２５条の見出しを「（審査請求）」に改め、同条中「または」

を「又は」に、「異議申立て」を「審査請求」に改める。  

付則第６条第１項の表以外の部分中「または」を「又は」に改

め、同項の表傷病補償年金の項中「（昭和２９年法律第１５０号）」

を「（昭和２９年法律第１１５号）」に改め、「障害厚生年金」の次

に「又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法

等の一部を改正する法律（平成２４年法律第６３号。以下「平成

２４年一元化法」という。）附則第４１条第１項若しくは附則第６

５条第１項の規定による障害共済年金（以下この項、次項及び第

５項において「障害厚生年金等」という。）」を、「以下」の次に「こ

の項、次項及び第５項において」を加え、同表障害補償年金の項

中「厚生年金保険法の規定による障害厚生年金」を「障害厚生年

金等」に改め、同表遺族補償年金の項中「遺族厚生年金」の次に

「又は平成２４年一元化法附則第４１条第１項若しくは附則第６

５条第１項の規定による遺族共済年金（以下この項及び次項にお

いて「遺族厚生年金等」という。）」を加え、「遺児基礎年金」を「遺

族基礎年金」に、「以下同じ」を「以下この項及び次項において同

じ」に改め、同条第２項の表以外の部分中「または」を「又は」

に改め、同項の表傷病補償年金の項中「厚生年金保険法の規定に



よる障害厚生年金」を「障害厚生年金等」に、「国家公務員共済組

合法（昭和３３年法律第１２８号）」を「平成２４年一元化法附則

第３７条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた

平成２４年一元化法第２条の規定による改正前の国家公務員共済

組合法（昭和３３年法律第１２８号）」に、「地方公務員等共済組

合法」を「平成２４年一元化法附則第６１条第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた平成２４年一元化法第３条の

規定による改正前の地方公務員等共済組合法」に、「私立学校教職

員共済法」を「平成２４年一元化法附則第７９条の規定によりな

おその効力を有するものとされた平成２４年一元化法第４条の規

定による改正前の私立学校教職員共済法」に、「または」を「又は」

に改め、同表障害補償年金の項中「厚生年金保険法の規定による

障害厚生年金」を「障害厚生年金等」に改め、同表遺族補償年金

の項中「厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金」を「遺族厚

生年金等」に、「または」を「又は」に改め、同条第３項及び第４

項中「または」を「又は」に改め、同条第５項中「厚生年金保険

法の規定による障害厚生年金または」を「障害厚生年金等又は」

に、「または」を「又は」に改める。  

   付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２５条の改

正規定は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行

の日（以下「施行日」という。）から施行する。  

（経過措置）  

２ 東京都台東区の行う従事者の死亡、負傷又は疾病が防災業務



に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、

損害補償の金額の決定その他損害補償の実施（以下「認定等」

という。）についての不服申立てであって、施行日前にされた認

定等に係るものについては、なお従前の例による。  


